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知的財産を取り巻く状況が急速に変わる中にあ

って，我が国の知的財産権制度の一翼を担う司法

の場も専門性を十分に発揮し，あるべき姿を模索

している。本号の巻頭言では，裁判官として，ま

た弁護士として知的財産関連訴訟に深く携わって

来られた竹田氏に，最高裁判所の意欲的な二つの

判決を題材に，特許法に投げかけられた課題につ

いて検討を加えていただいた。

一方，人工多能性幹（iPS）細胞を生成する技術

の開発に我が国は沸いたが，ライフサイエンス分

野における特許争奪戦は，一層熾烈なものになっ

てきている。しかし，研究の現場には，今なお特

許をめぐり，倫理的な問題や代替性の問題など，

数多くの課題が山積している。そこで，本号の論

文欄では，「ライフサイエンス分野における特許保

護に関する現状と課題」を統一テーマとして，産

官学の有識者の方々に，多様な視点から検討して

いただいた。

大阪工業大学の大西氏・一橋大学の長岡氏には，

ライフサイエンス分野の発展に大きく寄与したと

評価されている基幹特許 47 件の分析を基に，ライ

フサイエンス分野における上流特許の構造的特徴

について考察していただいた。

阿部・井窪・片山法律事務所の片山氏・加藤氏

には，ライフサインス分野における特許権の効力

に関し，特許法第 69 条第 1 項に規定された試験又

は研究の例外や裁定実施権制度，適正な権利期間

等の論点について，学説・判例等を概説していた

だいた。

アステラス製薬株式会社の渡辺氏には，医療関

連特許，存続期間延長制度，リサーチツール特許，

試験又は研究の例外等の論点について，企業の視

点から望まれる制度について提示していただいた。

京都大学の早乙女氏・寺西氏には，大学が産学

官連携を進めていく上で直面している課題につい

て概説していただき，それらを改善するための制

度改正等をご提案いただいた。

　特許庁特許審査第一部審査基準室長の田村氏に

は，知的財産推進計画 2009 での指摘事項を基に，

国内外の動きをまとめた上で，残された課題につ

いて指摘していただいた。

特許庁総務部企画調査課の田内氏には，特許出

願技術動向調査の中から，「再生医療」の調査結果

についてご報告いただいた。日米欧のみならず，

中国・韓国等の出願動向なども概観でき，本分野

における世界の相関図を理解することができる。

判例評釈欄では，複数の請求項に係る訂正請求

がされた場合の許否判断の手法について判断を下

した最高裁判決について，弁護士の田中氏に考察

をしていただいた。

情報欄では，特許庁総務部普及支援課の木村氏

に中小企業の知的財産に関する状況についてまと

めていただいた上で，中小企業に対する知的財産

戦略支援等の取組をご紹介いただいた。

資料欄では，環境と知的財産の問題を扱った報

告書を取り上げた。「知的財産権は気候変動に係る

技術移転の障壁か？」という課題について検討を

加えた報告書について，エグゼクティブ・サマリ

ー部分を紹介した。（M.T）

＜お詫びと訂正＞

2009年3月31日に発行致しました特許研究第47号の掲載内容に

一部誤りがございました。謹んでお詫びいたしますとともに，下

記の通り訂正させていただきます。なお，Webでは該当箇所を訂

正したものを公開しております。

■掲載箇所：資料欄93頁
（誤） 20条 中国の組織又は個人が国内で完成させた発明又は

（正）
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実用新案について外国で専利を出願する場合，いかなる組

織又は個人も事前に国務院専利行政部門に報告し，守秘審

査を受けなければならない。

は実用新案も，外国で専利を出願する場合には，事前に国

務院専利行政部門に報告し，守秘審査を受けなければなら

ない。

第20条 いかなる組織又は個人が中国で完成させた発明又

第

。すまし致え替り取おは本丁乱・丁落※

93特許研究　PATENT  STUDIES　No.48　2009／9


